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感染症等からの予防対策 
（市中感染及び自治体からの緊急事態宣言を鑑み施設長が発令します） 

行事 内容 
危険 

レベル 3 
警戒 

レベル 2 
注意 

レベル 1 レベル 0 

外出 

買物・銀行・理美容等 × △② 〇 

近所の散歩 × 〇 〇 

外食 × × 〇 

通院 △① 〇 〇 

施設 
行事 

訪問理美容 × 〇 〇 

訪問マッサージ × 〇 〇 

買物ツアー × △② 〇 

外食ツアー × × 〇 

外来者の一時的なイベント等 × × 〇 

講師による定期なお稽古・教室等 × 〇 〇 

公園等屋外への外出行事 × 〇 〇 

往診 〇 〇 〇 

入居見学 × × 
特定地域
を除く⑦ 〇 

体験入居 × × △③ 〇 

面会 

面会者の地域制限 △④ 特定地域を除く⑦ 〇 

時間の制限 △④ 30 分以内 〇 〇 

面会場所の指定 居室 1F デイル
ーム⑤ 

〇 〇 

入館時の対策 手洗い、体温測定、面会者の 
芳名・連絡先の記録⑥ 

手洗い、
面会者の
記録 

   〇：実施可能  △：備考参照  ×：自粛要請 

備考 

① 病状と医師の判断にて決定する。 

② 密集を避けるために時間・行先等を検討し、できる限り少人数・短時間で行う。 

③ 医療機関により感染が陰性と判断された場合。或いは体験入居開始 2 週間前から、日々の健康状態の記

録にて、体験入居の受入れを判断する。 

④ 特段の事情の場合のみ面会を可能とする。 

⑤ 1F デイルームに移動困難なご入居者の場合は、面接者 1名に限り居室にて面会を行う 

⑥ 面会者の芳名・連絡先等の記録は、必要に応じて保健所等に提供する場合があります。 

⑦ 緊急事態宣言対象地域や感染が多発している地域を、特定地域としてその都度に指定します。 


